
『北海道の臨床教育学』投稿規程 
（2011 年 7 月 18 日制定）  

1．本研究紀要に投稿できるものは、北海道臨床教育学会会員であり、当該年度の会費を納入し

ている者とする。共同執筆の共著者の場合も同様とする。 

 

2．投稿する論文は未発表、未公刊の物に限る。ただし、口頭発表、発表内容の大綱をプリントし

たもの等はこの限りではない。他の学会誌、研究紀要などへの投稿原稿と著しく重複する内容の

原稿を本誌に重ねて投稿することは認めない。二重投稿が判明した時点で受稿、審査、採択を取

りやめるものとする。 

 

3．共同執筆の場合は、文章末にそれぞれの執筆分担箇所を明記する。明記できない場合は、役

割分担を示すこと。 

 

4．投稿される論文等の種別と分量は、以下のようにする。やむを得ない場合に限り、編集委員会

は投稿者の申請により必要な範囲で制限を超えることを認めることができる。著者は、種別を明記

して投稿すること。 

①「研究論文」 

2 万字以内（図表、注、引用文献・参考文献を含めて）とする 

臨床教育学に関わる実証的、実践的、理論的研究、あるいは総説的な視野に基づく問題提起的

な研究を記述したもの。 

②「実践研究論文」「事例研究論文」 

2 万字以内（同上）とする 

 実践・事例・調査に関わる研究のうち、学問的な形式・方法としては構築途上のものだが、臨床



教育学の研究あるいは実践に貢献する内容もしくは問題提起を記述したもの。 

③「実践報告」「事例報告」「調査報告」 

1 万 6 千字以内（同上）とする 

 現時点では研究的なアプローチの対象となりにくいが、臨床教育学の展開・深化に資するものと

して、今後の検討課題とすべき内容を含んだ実践・事例・調査を、その意義の説明を含んで報告

するもの。 

 

5．投稿する原稿は、別に定める「投稿要領」に従うものとする。 

 

6．投稿された論文については、「編集規程」第 7 条第 1 項により査読の結果 B,C,D の判定を受け

た場合、編集委員会からの査読コメントを送付する。ただし、査読コメントに対する問い合わせに

は応じない。 

 

7．北海道臨床教育学会から発行する機関誌および報告書等の編集著作権は、本学会が有する

が、編集著作物に掲載された論文・報告書の著作権は、著作者が有する。また、編集著作物の使

用料は、本学会の収入とする。 

 

8．本規程に定めのない事項で、会則および編集規程に定めがない事項と本事項の改定は、編集

委員会が決定する。 

 


